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＝対象 ＝定員、定数 ＝料金、費用 ＝市の担当課＝申し込み ＝問い合わせ ＝手話通訳 ＝要約筆記 ＝FAX＝共通の内容 ＝ネット窓口（電子申請）◎ ☆ ＄ ＃ ♥ Α Β ＊♦ ￡

♥北九州市外国人材就業サポートセンター

月～金曜日（祝・休日は除く9～17時）
☎533・8133

♥

＊

世界体操の楽しみ方講座事務局

市民文化スポーツ局世界体操・新体操選手権推進室
☎521・6989

☎582・3666

＊建設局水環境課
☎582・2491

♥「子育て世帯生活支援
特別給付金」担当窓口

<高校生の1医療機関当たりの
自己負担額>

※薬局での自己負担はありません。

通院　 月1600円まで
無料入院　

令和4年1月から

☎582・3630♥子ども家庭局子育て支援課☎582・2602
　

専
門
知
識
を
持
つ
相
談
員
に
よ
る

訪
問
無
料
相
談
。内
容
は
外
国
人
材

の
雇
用
方
法（
在
留
資
格
の
概
要
や

自
社
で
の
雇
用
の
可
能
性
）、高
度
人

材
、技
能
実
習
、特
定
技
能
な
ど
の

受
け
入
れ
手
続
き
な
ど
。利
用
に
は

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
。相
談
日

を
調
整
し
ま
す
。

　

川
は
、か
け
が
え
の
な
い
自
然
の

財
産
で
あ
り
、水
源
と
し
て
生
活
に

密
着
し
た
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。市
で
は
、良
好
な
河
川
環
境

を
保
つ
た
め
の
改
修
工
事
を
行
う
ほ

か
、川
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
だ

く
た
め
の
水
辺
を
利
用
し
た
イ
ベ
ン

ト
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九
州
東
側
、紫

川
沿
い
に
あ
る「
紫
川
親
水
広
場
」

が
、7
月
10
日（
土
）に
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
り
ま
す
。

　
「
紫
川
親
水
広
場
」の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
を
記
念
し
て
、カ
ヌ
ー
・
手
漕
ぎ

ボ
ー
ト・競
技
用
ボ
ー
ト
な
ど
を
体
験

で
き
ま
す
。7
月
10
日（
土
）11
時
30

分
〜
16
時
と
11
日（
日
）10
時
〜
16
時

30
分
、紫
川
河
口
付
近（
小
倉
北
区
）

で
。申
し
込
み
な
ど
詳
細
は
水
環
境

館
☎
5
5
1
・
3
0
1
1
へ
。水
環
境

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下
記
を
読
み
取

り
）で
も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

あ
な
た
も
河
川
愛
護
団
体（
河
川

清
掃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）に
参
加
し
て

み
ま
せ
ん
か

カ
ヌ
ー
・
手
漕
ぎ
ボ
ー
ト
・
競
技
用

ボ
ー
ト
な
ど
の
体
験

　

河
川
の
清
掃
や
除
草
を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
行
う
団
体
を
支
援
し
ま

す
。参
加
方
法
な
ど
詳
細
は

を
。

　
川
で
遊
ぶ
と
き
に
は
、

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、

安
全
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

　
事
前
に
気
象
情
報
を
調
べ

る
な
ど
急
な
増
水
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

　

体
操
競
技
の
採
点
方
法
や
技
の
種

類
な
ど
に
つ
い
て
、過
去
に
行
わ
れ

た
世
界
体
操
選
手
権
の
映
像
を
見
な

が
ら
解
説
し
ま
す
。

　

講
師
は
、元
ア
テ
ネ
五
輪
体
操
日

本
代
表
コ
ー
チ・
松
浦
聡
志
さ
ん
。

　

今
年
に
限
り
、「
海
の
日（
例
年
7 

月
の
第
3
月
曜
日
）」は
7
月
22
日
、

「
ス
ポ
ー
ツ
の
日（
例
年
10
月
の
第
2

月
曜
日
）」は
7
月
23
日
、「
山
の
日

（
例
年
8
月
11
日
）」は
8
月
8
日（
※
）

に
な
り
ま
す
。移
動
後
の
祝
日
が
反
映

7
月
22
日（
祝
）14
〜
16
時

先
着
50
人

A
T
O
M
i
c
a
北
九
州（
小
倉
北
区

京
町
三
丁
目
、セ
ン
ト
シ
テ
ィ
7
階
）

7
月
5
日
か
ら

先
へ
。

　

低
所
得
の
子
育
て
世
帯（
ふ
た
り

親
世
帯
）を
対
象
に
、「
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
」を
支
給
し

ま
す
。

　
「
子
ど
も
医
療
費
支
給
制
度
」と
は
、

保
険
診
療
に
よ
る
医
療
費
の
自
己
負

担
額
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
市
で
は
来
年
1
月
か
ら
、子
ど
も
医

療
費
支
給
制
度
の
対
象
を
高
校
3
年

生（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3
月
31
日
）ま
で
拡
充
し
ま
す
。　

①
令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
手
当

か
、特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
お
り
、令
和
3
年
度
分
の
住

民
税（
均
等
割
）が
非
課
税
の
世
帯
。

⬇
申
請
は
不
要
で
す
。

②
令
和
3
年
3
月
31
日
時
点
で
17
歳

以
下
の
子
ど
も（
障
害
児
は
19
歳
以

下
）を
養
育
し
て
お
り
、下
記
の
い
ず

れ
か
に
当
て
は
ま
る
世
帯
。⬇
申
請
が

必
要
で
す
。

　

留
学
生
な
ど
の
採
用
を
検
討
す
る

市
内
企
業
を
対
象
に
、留
学
生
な
ど
の

外
国
人
材
を
活
用
し
ま
せ
ん
か

7
月
は
河
川
愛
護
月
間
で
す

紫
川
親
水
広
場
が
新
し
く
な
り
ま
す

世
界
体
操
の
楽
し
み
方
講
座

7
月
22
日（
木
）・23
日（
金
）、8
月
8
日（
日
）は

祝
日
で
す

低
所
得
の
子
育
て
世
帯（
ふ
た
り
親
）に

給
付
金
を
支
給
し
ま
す

▼
市
内
企
業
の
皆
さ
ん
へ

子
ど
も
医
療
受
給
資
格
申
請
書
の
提
出
を

▼
高
校
生
の
い
る
世
帯
の
皆
さ
ん
へ

対
象

日
時

場
所

定
員

申
し
込
み

対
象

児
童
1
人
当
た
り
一
律
5
万
円

外
国
人
材
受
け
入
れ
に
関
す
る

専
門
相
談

市
内
企
業
と
留
学
生
な
ど
と
の

「
就
職
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト
」

支
給
額

申
請
期
間

申
請
方
法

紹
介
か
ら
採
用
ま
で
、す
べ
て
を
支
援

し
ま
す
。利
用
は
無
料
。事
前
に
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。　

●
平
成
15
年
4
月
2
日
〜
平
成
18
年

4
月
1
日
生
ま
れ
で
あ
る

●
市
に
住
所
が
あ
り
、健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る

●
生
活
保
護
受
給
世
帯
で
は
な
い

　

左
記
条
件
に
全
て
当
て
は
ま
る
子

ど
も
が
い
る
世
帯

　

対
象
と
な
る
世

帯
に
は
、「
子
ど
も

医
療
受
給
資
格
申

請
書
」を
6
月
末
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。

　

必
要
事
項
を
記

入
し
た「
申
請
書
」

に「
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
の
写

し
」を
貼
付
し
返
信
用
封
筒
に
入

れ
て
8
月
31
日
ま
で
に
返
信
し

て
く
だ
さ
い
。

　
12
月
末
ま
で
に
、助
成
に
必
要

な「
子
ど
も
医
療
証
」を
お
届
け

し
ま
す
。

来
年
2
月
28
日（
月
）ま
で

詳
細
は

を
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
記
を
読
み
取
り
）で
も
確
認
で
き

ま
す
。

※
8
月
9
日
が
振
替
休
日
と
な
り
ま
す
。

※
学
校
へ
の
在
学
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
。

※
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▲低所得の子育て
　世帯に対する子育て
　世帯生活支援特別
　給付金

▲子ども医療費支給制度の
　拡充について

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
か
、重
度

障
害
者
医
療
費
を
受
給
し
て
い
な
い

さ
れ
て
い
な
い
カ
レ
ン
ダ
ー・
手
帳
が

多
い
た
め
、注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

♥建設局水環境課☎５８２・２４９１

◀「川遊び安全の
　ポイント」はコチラ

▲水環境館
　ホームページ

▲松浦 聡志さん

見本

イメージ図

●
令
和
3
年
度
分
の
住
民
税（
均
等

割
）が
非
課
税
の
世
帯 

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
家
計
が
急
変
し
、住
民
税
非

課
税
相
当
と
な
っ
た
世
帯


